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令和８年４月１日から公衆浴場入浴料金統制額を改定します 

 

県では、岐阜県公衆浴場入浴料金審議会からの答申に基づき、公衆浴場入浴料金の統制額

を下記のとおり改定します。 

 

 

記  
 

１ 公衆浴場入浴料金統制額の改定 
 

 

 

区分 
大  人 

（１２歳以上の者） 
中  人 

(６歳以上１２歳未満の者) 
小  人 

（６歳未満の者） 

  

料金 
 

５３０円 

（現行５００円） 

 １８０円 

（現行１８０円） 

 １００円 

（現行１００円） 

 

２ 改定の理由 

一般公衆浴場の経営環境は、燃料費の高騰等を要因とした経費負担の増加により、今後

も厳しいものと見込まれるため。 
 

３ 改定の時期 

  令和８年４月１日 

 

※ 公衆浴場法に基づき許可された一般公衆浴場（いわゆる銭湯）の入浴料金は、物価統制

令の適用を受け、知事が統制額（上限金額）を指定することとされています。 

※ なお、前回の改定は、令和５年４月１日です。 

大人：４６０円 → ５００円 

中人：１６０円 → １８０円 

小人： ８０円 → １００円 
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